
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
八
十
三
号
）
（
抄
）

（
国
の
行
政
機
関
及
び
特
殊
法
人
の
配
置
）

第
三
条

国
は
、
内
閣
府
及
び
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
内
閣
の
統
轄
又
は
所
轄

の
下
に
行
政
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
し
て
置
か
れ
る
機
関
（
次
条
に
お
い
て
「
行
政
機
関
」
と
い
う
。
）
の
官
署
並
び
に
法
律
に
よ
り
直

接
に
設
立
さ
れ
る
法
人
及
び
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
法
人
（
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
十
五
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
法
人
及
び
同
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
で
あ
つ
て
株
式
会
社

で
あ
る
も
の
を
除
き
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
含
む
。
以
下

「
特
殊
法
人
」
と
い
う
。
）
の
主
た
る
事
務
所
の
新
設
又
は
移
転
に
当
た
つ
て
は
、
多
極
分
散
型
国
土
の
形
成
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
国
の
行
政
機
関
等
の
東
京
都
区
部
か
ら
の
移
転
等
）

第
四
条

国
は
、
東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
（
以
下
「
東
京
都
区
部
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
人
口
及
び
行
政
、
経
済
、
文
化
等
に
関
す

る
機
能
の
過
度
の
集
中
の
是
正
に
資
す
る
た
め
、
行
政
機
関
の
官
署
（
東
京
都
の
み
又
は
東
京
都
区
部
若
し
く
は
そ
の
一
部
の
み
を
そ
の
管
轄

区
域
と
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
殊
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
移
転
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
移
転
基
本
方

針
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
そ
の
東
京
都
区
部
か
ら
の
移
転
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

移
転
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
行
政
機
関
の
官
署
及
び
特
殊
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
う
ち
移
転
に
努
め
る
べ
き
も
の
の
範
囲
に
関
す
る
事

項
及
び
そ
の
移
転
に
際
し
配
慮
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
移
転
基
本
方
針
の
案
を
作
成
し
て
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
７

（
略
）



○
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
（
抄
）

（
費
用
の
支
弁
）

第
四
十
七
条

都
道
府
県
又
は
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
市
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
を
支
弁
す
る
。

一

当
該
都
道
府
県
知
事
又
は
当
該
市
の
長
が
行
な
う
補
償
給
付
の
支
給
（
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
償
に
対
す
る
支
払
を
含
む
。

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
要
す
る
費
用

二

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
知
事
又
は
当
該
市
の
長
が
行
な
う
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用

（
納
付
金
）

第
四
十
八
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
市
が
支
弁
す
る
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
費
用
は
、
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
協
会
が
当
該
都
道
府
県
又
は
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
市
に
対
し
て
納
付
す
る
納
付
金
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

都
道
府
県
知
事
又
は
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
市
の
長
が
第
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
な
う
公
害
保
健
福
祉
事
業
に
要
す
る

費
用
の
う
ち
そ
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
協
会
が
当
該
都
道
府
県
又
は
第
四
条
第
三
項
の

政
令
で
定
め
る
市
に
対
し
て
納
付
す
る
納
付
金
を
も
つ
て
充
て
る
。

（
納
付
金
の
財
源
）

第
四
十
九
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
う
ち
、
第
四
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
被
認
定
者
及
び
認
定
死
亡
者
に
関
す
る
補
償
給
付
の
支
給

に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
も
の
の
全
部
並
び
に
第
一
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
よ
る
被
害
に
関
し
て
行
な
う
公
害
保
健
福
祉
事
業
に

要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
も
の
の
三
分
の
二
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
会
が
徴
収
す
る
汚
染
負
荷
量
賦
課
金

の
ほ
か
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
徴
収
さ
れ
る
金
員
を
も
つ
て
充
て
、
第
一
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
よ
る
被
害
に
関
し
て
行

な
う
公
害
保
健
福
祉
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
も
の
の
三
分
の
一
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
府
の
補
助
金

を
も
つ
て
充
て
る
。

２

前
条
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
う
ち
、
第
四
条
第
二
項
の
認
定
に
係
る
被
認
定
者
及
び
認
定
死
亡
者
に
関
す
る
補
償
給
付
の
支
給
に
要
す
る

費
用
に
充
て
る
た
め
の
も
の
の
全
部
並
び
に
第
二
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
よ
る
被
害
に
関
し
て
行
な
う
公
害
保
健
福
祉
事
業
に
要
す
る
費

用
に
充
て
る
た
め
の
も
の
の
三
分
の
二
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
会
が
徴
収
す
る
特
定
賦
課
金
を
も
つ
て
充
て
、

第
二
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
よ
る
被
害
に
関
し
て
行
な
う
公
害
保
健
福
祉
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
も
の
の
三
分
の
一
に
つ

い
て
は
、
第
五
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
府
の
補
助
金
を
も
つ
て
充
て
る
。



３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
に
充
て
る
べ
き
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
及
び
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
徴
収
さ

れ
る
金
員
の
配
分
比
率
は
、
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
発
生
施
設
等
設
置
者
そ
の
他
の
者
の
第
一
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に

影
響
を
与
え
る
大
気
の
汚
染
の
原
因
で
あ
る
物
質
の
排
出
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
政
令
で
定
め
る
。

（
交
付
金
）

第
五
十
条

政
府
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
又
は
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
市
に
対
し
、
第
四
十
七
条
の
規
定
に

よ
り
当
該
都
道
府
県
又
は
当
該
市
が
支
弁
す
る
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
。

（
補
助
金
）

第
五
十
一
条

政
府
は
、
協
会
に
対
し
、
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
の
徴
収
及
び
納
付
義
務
）

第
五
十
二
条

協
会
は
、
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
う
ち
、
第
四
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
被
認
定
者
及
び
認
定
死
亡
者
に
関
す
る

補
償
給
付
の
支
給
に
要
す
る
費
用
並
び
に
第
一
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
よ
る
被
害
に
関
し
て
行
う
公
害
保
健
福
祉
事
業
に
要
す
る
費
用
に

充
て
る
た
め
の
も
の
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
に
要
す
る
費
用
並
び
に
協
会
が
行
う
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
（
以
下
「
補

償
給
付
支
給
費
用
等
」
と
い
う
。
）
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
ば
い
煙
発
生
施
設
が
設
置
さ
れ
る
工
場
又
は
事
業
場
を
設
置
し
、
又
は
設
置
し
て
い
た
事
業
者
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
ば
い

煙
発
生
施
設
等
設
置
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
毎
年
度
、
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
を
徴
収
す
る
。

一

第
一
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
影
響
を
与
え
る
大
気
の
汚
染
の
原
因
で
あ
る
政
令
で
定
め
る
物
質
を
排
出
す
る
ば
い
煙
発
生
施
設
が
設

置
さ
れ
、
か
つ
、
最
大
排
出
ガ
ス
量
が
政
令
で
定
め
る
地
域
の
区
分
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
量
以
上
で
あ
る
工
場
又
は
事
業
場
を
、
各
年

度
（
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
初
日
に
お
い
て
設
置
し
て
い
る
事
業
者

二

第
一
種
地
域
の
指
定
が
す
べ
て
解
除
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
解
除
が
あ
つ
た
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
の
属

す
る
年
度
（
以
下
「
基
準
年
度
」
と
い
う
。
）
の
初
日
に
お
い
て
前
号
の
政
令
で
定
め
ら
れ
て
い
た
物
質
（
以
下
「
対
象
物
質
」
と
い
う
。

）
を
排
出
す
る
ば
い
煙
発
生
施
設
が
設
置
さ
れ
、
か
つ
、
最
大
排
出
ガ
ス
量
が
基
準
年
度
の
初
日
に
お
い
て
同
号
の
政
令
で
定
め
ら
れ
て
い

た
地
域
の
区
分
に
応
じ
て
同
号
の
政
令
で
定
め
ら
れ
て
い
た
量
以
上
で
あ
つ
た
工
場
又
は
事
業
場
を
基
準
年
度
の
初
日
に
お
い
て
設
置
し
て

い
た
事
業
者
。
た
だ
し
、
基
準
日
以
後
も
基
準
日
前
に
さ
れ
た
第
四
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
被
認
定
者
及
び
認
定
死
亡
者
（
以
下
「
既
被

認
定
者
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
補
償
給
付
支
給
費
用
等
が
生
ず
る
場
合
に
限
る
。

２

第
一
種
地
域
の
指
定
が
す
べ
て
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
が
そ
の
属
す
る
年
度
の
初
日
の
翌
日
以
後
の
日
で
あ
る
と
き
は
、
前



項
第
二
号
に
掲
げ
る
ば
い
煙
発
生
施
設
等
設
置
者
に
対
す
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
毎
年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
基
準

日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
か
ら
毎
年
度
」
と
す
る
。

３

ば
い
煙
発
生
施
設
等
設
置
者
は
、
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
を
納
付
す
る
義
務
を
負
う
。


